
◎株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律 
（令和二年六月一九日法律第五七号）   

一、提案理由（令和二年六月九日・衆議院内閣委員会） 

○西村国務大臣 ただいま議題となりました株式会社地域経済活性化支援機構法の一部

を改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国の景気は、新型コロナウイルス感染症の影響により、極めて厳しい状況にあり

ます。こうした中、地域の中堅・中小企業の経営は深刻な影響を受けていると考えられ

ます。 

 このような地域経済をめぐる厳しい状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上

を通じた地域経済の活性化を図る必要があります。株式会社地域経済活性化支援機構が、

これまでに蓄積してきたノウハウを活用し、来年三月末の支援決定期限以降も地域の中

堅・中小企業の支援に万全を期するため、同機構の業務の期限の延長を行う必要がある

ことから、本法律案を提出した次第であります。 

 以下、法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。 

 第一に、機構による再生支援決定、特定支援決定、特定組合出資決定及び特定経営管

理決定の期限について、令和八年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 

 第二に、第一に掲げる決定に係る業務及び特定専門家派遣決定業務の完了期限につい

て、令和十三年三月三十一日まで五年間延長することとしております。 

 以上が、この法律案の提案理由及びその内容の概要であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、衆議院内閣委員長報告（令和二年六月一〇日） 

○松本文明君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向上を

通じた地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務

の期限を延長するものであります。 

 本案は、去る六月八日本委員会に付託され、昨日、西村国務大臣から提案理由の説明

を聴取した後、質疑を行い、これを終局いたしました。本日、討論を行い、採決いたし

ましたところ、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

三、参議院内閣委員長報告（令和二年六月一二日） 

○水落敏栄君 ただいま議題となりました法律案につきまして、内閣委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、最近の地域経済をめぐる状況に鑑み、地域における総合的な経済力の向

上を通じた地域経済の活性化を引き続き図るため、株式会社地域経済活性化支援機構の

業務の期限を延長しようとするものであります。 



 委員会におきましては、機構の業務の期限を延長する理由、今後の機構の体制等につ

いて質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党の田村委員より反対の旨の意見

が述べられました。 

 次いで、採決の結果、本法律案は多数をもって原案どおり可決すべきものと決定いた

しました。 

 以上、御報告申し上げます。 

 


